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【公開番号】特開2008-176390(P2008-176390A)
【公開日】平成20年7月31日(2008.7.31)
【年通号数】公開・登録公報2008-030
【出願番号】特願2007-7015(P2007-7015)
【国際特許分類】
   Ｇ０６Ｆ  21/24     (2006.01)
   Ｇ０６Ｑ  20/00     (2006.01)
   Ｇ０６Ｑ  10/00     (2006.01)
   Ｇ０６Ｋ  19/073    (2006.01)
   Ｇ０６Ｋ  19/07     (2006.01)
   Ｇ０６Ｆ   1/26     (2006.01)
   Ｇ０７Ｄ   9/00     (2006.01)
   Ｇ０７Ｇ   1/12     (2006.01)
   Ｇ０６Ｋ  17/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０６Ｆ  12/14    ５６０Ｄ
   Ｇ０６Ｆ  17/60    ４３２Ｃ
   Ｇ０６Ｆ  17/60    ５１０　
   Ｇ０６Ｆ  17/60    ５０６　
   Ｇ０６Ｋ  19/00    　　　Ｐ
   Ｇ０６Ｋ  19/00    　　　Ｊ
   Ｇ０６Ｆ   1/00    ３３０Ｄ
   Ｇ０７Ｄ   9/00    ４５６Ｅ
   Ｇ０７Ｇ   1/12    ３３１Ｆ
   Ｇ０６Ｋ  17/00    　　　Ｌ

【手続補正書】
【提出日】平成22年1月12日(2010.1.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　電子マネー端末は、記憶するデータ量が多いため、ハードディスクなどの不揮発性の記
憶装置に記憶している。また、各種暗号鍵も電子マネー端末を停止しても消去されないよ
うに不揮発性の記憶装置に記憶している。
　これら、不揮発性メモリに記憶されたデータは、電力供給がなくても電子マネー端末内
に保持されるため、電子マネー端末が、盗難などされた場合に、内部のデータの漏出を如
何に防ぐかが重要な課題であった。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
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　ＩＣチップは、ＣＰＵを搭載した一種のコンピュータであり、電子マネーシステム１に
おいて通貨に該当する電子データであるバリューの金額を記憶したり、電子マネー端末８
から送信されてきた金額変更情報（金額を増減するコマンド）を用いて当該記憶したバリ
ューの金額に対して金額変更処理を行う。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７０】
　ＣＰＵ３１は、電源断検出回路３２から電源断の通知を受信すると、時計部４０の計測
する時刻により、通知を受けてからの経過時間の計測を開始する（ステップ７５）。
　経過時間が所定時間内である場合（ステップ８０；Ｙ）、ＣＰＵ３１は、外部電源によ
る電力供給が再開したか否かを確認する（ステップ８５）。
　電力供給が再開した場合（ステップ８５；Ｙ）、ＣＰＵ３１は、セキュリティデータを
消去せずに、電子マネー端末８を起動する（ステップ９５）。
　一方、電力供給が再開していない場合（ステップ８５；Ｎ）、ＣＰＵ３１は、ステップ
８０に戻る。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７５】
　　１　電子マネーシステム
　　２　電子マネーサーバ
　　６　電子マネーカード
　　７　携帯電話
　　８　電子マネー端末
　３１　ＣＰＵ
　３２　電源断検出回路
　３３　バッテリ
　３４　通信制御部
　３５　入出力部
　３６　リーダライタ部
　３７　ＲＯＭ
　３８　ＲＡＭ
　３９　不揮発性メモリ
　４０　時計部
　４１　記憶部
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